
 
 
  
                                   
  県 
  事業者の    ① 県と事前協議 

主要な手続き    
     ② 
                                  ③ 
 
 
   ④ 
 
 

⑤ 
 

 

開発計画書提出 17条 

説明計画の届出 
18条 3項 

市町村長 

意見聴取 

19条 

地域住民への説明／意見聴取 18条 

説明状況

報告 
18条 7項 

開発計画の協議 20条 
・土地利用計画との整合性 
・災害の防止に必要な措置 
・環境等の保全に必要な措置 
・地域への説明の状況 

説明予定日の７日前まで 
に届出。  

事業者による開発計画の説明

責任の範囲は地元市町村と協

議のうえ定める。 18条 2項 

議事録の添付 規則 7条 
 
 

高知県土地対策

協議会幹事課室

に意見照会 

                                                            
                              

  
  

 
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・市町村長意見    など 

審査結果通知（必要により行政指導）

協議後の開発計画の届出 21条 

市町村長

意見聴取 
22条 

審査等 23条 

不適当な場合 
・土地利用計画に適合しないもの 

・災害の防止に必要な措置がとられていないもの

・・・（他法の許認可等必要としない場合） 

・地域への説明が故意または業者の責めに帰すべ

き事由によりおこなわれていないもの 

・市町村長反対意見        など 

変更命令、そ

の他必要な措

置 を 講 ず る

命令 

適当な場合 

事業者の判断による計画の

廃止 28条 

変更命令に従

った変更計画

書 の 届 出

25条 1項 

必要な措置

の実施計画

書 の 届 出

26条 1項 

適当な場合 
・個別法の手続きが必要な場合  「個別法手続き」へ

・個別法の手続きが不要な場合  「事業着手」へ 

適 当 な 場 合 

中止命令 審査結果通知 23条・24条・25条・26条 
任意 

開発計画に変更の必要がない

と知事が認めた場合 不要

21条３項 

高知県国土利用審議会 意見聴取 23条第 4項 

協議後開発計画変更の届出 24条 1項 フロー図（その２）

の手続き参照  

協議後開発計画の変更

24条 

市町村

開発協定の締結 32条 

事業者

通  知
21条 4項 

 



 
 
 
 
県 
事業者の 
主要な手続き 

 

個別法手続き完了 

開発行為の着手 

開発行為の着手の制限 

条例３３条（１）号～（６）号に掲げる区分に応じ、

当該各号に掲げる日以降でなければ着手出来ない。 
開発行為の着手届出 34条 

５年を超えて開発行為に着手しない

場合又は着手した開発行為の休止期

間が５年を超えるもの。 35条１項 

廃止の助言または勧告 35条 3項

知事への報告 35条 1

長期にわたり着手しない

開発行為  35条 協議後開発計画の変更 24条 

開発行為が完了するまでの間に開発

計画を変更しようとするとき。 

協議後開発計画変

更の届出 24条 1項 

変更内容の審査 

重大な変更 

軽微な変更 

新規開発計画 

フロー図（その１）②

以下フロー図（その１

その他の手続き及び行政処分等 
必要に応じて高知県

土地対策協議会で検討 
開発行為の停止等の命令 

3６条 

・偽りその他不正手段により開発行為

に着手した場合。 
・２３条の規定に基づく命令に違反し

て開発行為に着手した場合。 
・３３条の規定に違反して開発行為に

着手した場合。 

勧告及び公表   
38条 

罰則   
42条・43条・44条・45条 

変更開発計画書

提出 24条・25条

開発計画書提出

17条 

 へ 

）の処理 

開発行為の完了届出 34条 

開発行為の完了 


